
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令について

趣 旨

これまでに把握されている医学的知見や有識者の意見を踏まえ、季節性インフルエンザの流行も見据え、医療資源を
重症リスクのある者等に重点化していくため、感染症法に基づく入院措置の対象について見直しを行う。

内 容

令和２年10月９日閣議決定

現行 改正後

感染者は全員入院対象とできる。

 高齢者や基礎疾患を有する等の重症化リスクのあ
る者など医学的に入院治療が必要な者、

 感染症のまん延防止のため必要な事項を守ること
に同意しない者

を入院対象とする（※１）

（※１）上記のほか、都道府県知事等がまん延を防止するた
め入院を必要と認める者について、合理的かつ柔軟に入院
対象とすることができることとする（省令事項）。

施行期日等

○公布日：令和２年10月14日
○施行期日：公布の日から起算して10日を経過した日（10月24日）
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※２ 併せて、別途、次の季節性インフルエンザの流行期も見据え、疑似症患者の届出を入院症例に限ることとする（現行は全数）。
（省令事項。施行期日：10月14日）

資料３



新型コロナウイルス感染症法律施行規則の一部を改正する省令について

趣 旨

季節性インフルエンザの流行期には多数の発熱患者が発生することが想定され、疑似症患者が急激に増加するおそれ
があることから、次の季節性インフルエンザの流行期も見据え、疑似症患者の届出について、入院症例に限ることとする。

内 容

現行 改正後

医師は、新型コロナウイルス感染症を
診断した場合に、疑似症患者を含め直
ちに都道府県知事に届け出なければな
らない。

 医師が疑似症の患者を診察し、入院を要しないと認め
られる場合、感染症法に基づく届出を不要とする。

 HER-SYSへの入力についても、医師が入院を要す
ると認めた者に限られる。

⇒その後、検査結果陰性なら届出不要。
陽性の場合には、医師は、感染症法に基づき、
陽性患者として改めて届出を行う。

施行期日等

○公布日・施行日：令和２年10月14日
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新型コロナウイルス感染症の措置の見直しを踏まえた今後の医療提供体制について

現 状

課 題

令和２年10月16日医療体制班
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【病床確保】 患者数の増加に応じて３段階のフェーズを設定。現時点で、全道で622床を確保。
うち、病棟単位で患者を受け入れる重点医療機関が25施設
ピーク時には約1,800床を確保。

【宿泊療養】 道央圏に１施設670室を確保。
道央圏以外の３次医療圏で100室程度を準備。

○入院勧告対象者数の減少に対し、現在確保している病床数をどう取り扱うか
・各地域の医療機関に対し、病床や人員確保を道から要請してきた経過を考慮

○自宅療養の取り扱いをどうするか
・原則、宿泊療養を実施しているが、若年層で軽症者も増加。
・家庭内感染の広がりから、高齢者への感染拡大を防止することが重要。

○当面の間、現行の確保病床数は維持。
○３次圏域で患者数が増加した場合、軽症者等は宿泊療養を原則とする体制を継
続。ただし、患者の発生状況に応じて今後も継続的に柔軟な対応を検討。

今後の方向性



各圏域の入院医療体制

○ 本道の広域性を踏まえ、人口比により、三次医療圏ごとの推計最大入院患者数及び宿泊療養患者数を
算出し、各圏域毎に入院医療体制を整備する。
○ 各フェーズの移行及び宿泊療養施設の運用開始時期等については、確保病床数の利用状況等を勘案し
ながら、３次医療圏域単位で運用する。

三次医療圏
現フェーズでの指定数 推計最大

入院患者数
（重症者数）

今後の確保病床数 推計宿泊
療養者数

宿泊施設
確保室数重点医療機関 協力医療機関 フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３

全道 ２５ ７４
８４０
(１２２)

６２２
（９３）

１０３９
(１２８)

１８１１
(１８２)

４０２ １１７０

R2.10.1現在

道南 ２ １５
７４

（１１）
６０
（６）

９３
（１２）

１８１
（３０） ３１ １００

道央 １５ ３３
５１５
（７６）

３５８
（５５）

５４１
（６９）

８３３
（９３）

２６０ ６７０

道北 ５ ８
１０１
（１４）

６１
（１９）

１７２
（２６）

３５９
（３１） ４３ １００

オホーツク － ７
４７
（７）

３３
（３）

６８
（３）

１３１
（３）

２０ １００

十勝 ２ ５
５３
（７）

５８
（４）

１０５
（１２）

１１８
（１５） ２５ １００

釧路・根室 １ ６
５０
（７）

５２
（６）

６０
（６）

１８９
（１０） ２３ １００ ４



５



新型コロナウイルス感染症患者への対応（政令改正を踏まえた整理）

重 症

中等症

軽 症

無症状

① 新型コロナウイルス感染症の症状を呈する者であって、当該症状が重度又は中等度
である者

② 65歳以上の者
③ 呼吸器疾患を有する者
④ 腎臓疾患、心臓疾患、血管疾患、糖尿病、高血圧症、肥満その他の事由により臓器
等の機能が低下しているおそれがあると認められる者

⑤ 臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由により免疫の機能が低下
しているおそれがあると認められる者

⑥ 妊婦

⑦ 新型コロナウイルス感染症の症状等を総合的に勘案して医師が入院させる必要があ
ると認める者

⑧ 都道府県知事等が新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため入院させる必
要があると認める者

⑩ 軽症及び無症状のうち上記以外
の者

⑨ 当該感染症のまん延を防止するため必要な事項として厚生労働省令で定める事項を
守ることに同意しない者
ア 指定された期間、指定された内容、方法及び頻度で健康状態を報告すること
イ 指定された期間、指定された場所から外出しないこと
ウ 上記ア及びイに掲げるもののほか、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止す
るために必要な事項

帰国者・接触者外来や保健所等の医
師が入院の必要がないと認めた者

入 院

宿泊療養
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